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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 5月 22日 (2007.5.22)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 紙 取 り 扱 い 機 械 か ら 送 り 出 さ れ る シ ー ト 媒 体 の ス タ ッ ク に お い て シ ー ト の 丸 ま り を 取 り
除 く 方 法 で あ っ て 、
　 ａ ． 出 力 容 器 と し て 傾 斜 し た ト レ イ を 設 け 、 こ れ に よ っ て 前 記 紙 取 り 扱 い 機 械 か ら 送 り
出 さ れ る シ ー ト 媒 体 の シ ー ト が 前 記 ト レ イ の 中 に 落 下 し 、 前 記 ト レ イ の 角 度 に 沿 っ て 前 記
ト レ イ の 下 部 に 設 置 さ れ た 、 前 記 シ ー ト の 位 置 を 確 定 す る 端 部 止 め ま で 移 動 す る よ う に す
る こ と と 、
　 ｂ ． 前 記 ス タ ッ ク の 丸 ま り 状 態 の 可 能 性 を 検 出 す る こ と と 、
　 ｃ ． 前 記 ト レ イ を 下 降 さ せ 、 こ れ に よ っ て 前 記 ト レ イ の 前 記 下 降 に 応 答 し て 前 記 ト レ イ
の 中 に あ る 前 記 シ ー ト 媒 体 を 落 下 さ せ る こ と と 、
　 ｄ ． 前 記 シ ー ト 媒 体 の 落 下 に 続 い て 前 記 ト レ イ を 上 昇 さ せ 、 前 記 シ ー ト 媒 体 を 前 記 端 部
止 め に 対 し て 滑 ら せ る こ と と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 丸 ま り 状 態 の 可 能 性 を 検 出 す る こ と に は 、 所 定 の 高 さ に お け る 前 記 シ ー ト 媒 体 を 検
出 す る こ と が 含 ま れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 紙 取 り 扱 い 装 置 か ら の 所 定 枚 数 の シ ー ト の 送 り 出 し を 検 出 す る こ と が 含 ま れ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】
　 ａ ． 前 記 所 定 高 さ に お い て 前 記 ト レ イ 上 方 に 少 な く と も 所 定 時 間 シ ー ト 媒 体 の 存 在 が 検
出 さ れ る と 、 前 記 紙 取 り 扱 い 機 械 の 印 刷 動 作 を 中 断 す る こ と と 、
　 ｂ ． 前 記 検 出 の 後 、 前 記 印 刷 動 作 を 再 開 す る こ と と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】
　 第 １ の 所 定 高 さ で 前 記 シ ー ト 媒 体 の 存 在 を 検 出 す る こ と と 、
　 第 ２ の 所 定 高 さ で 前 記 シ ー ト 媒 体 の 存 在 を 検 出 す る こ と と 、
　 前 記 ト レ イ を 上 昇 さ せ て い る 間 、 前 記 第 ２ の 所 定 高 さ で の 前 記 シ ー ト 媒 体 の 検 出 に 応 答
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し て 前 記 ト レ イ の 上 方 へ の 移 動 を 中 断 す る こ と と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】
　 ａ ． 前 記 第 １ の 所 定 高 さ で 前 記 ト レ イ 上 方 に 前 記 シ ー ト 媒 体 が 存 在 す る こ と を 検 出 す る
の に 第 １ の 光 電 セ ン サ を 用 い る こ と と 、
　 ｂ ． 前 記 第 ２ の 所 定 高 さ で 前 記 ト レ イ 上 方 に 前 記 シ ー ト 媒 体 が 存 在 す る こ と を 検 出 す る
の に 第 ２ の 光 電 セ ン サ を 用 い る こ と と 、
を 含 み 、
　 ｃ ． 前 記 セ ン サ に 対 し て 前 記 ト レ イ が 相 対 変 移 す る こ と で 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の セ ン サ で
シ ー ト 媒 体 の ス タ ッ ク の 高 さ を 検 出 で き る よ う に 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 光 電 セ ン サ が 垂 直
位 置 に 固 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】
　 プ リ ン ト ジ ョ ブ の 完 了 時 に 前 記 ト レ イ を 上 昇 及 び 下 降 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５
に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】
　 ａ ． 前 記 第 １ の 所 定 高 さ で 前 記 ト レ イ 上 方 に シ ー ト 媒 体 の 存 在 を 少 な く と も 所 定 時 間 検
出 す る と 、 前 記 ト レ イ を 下 降 及 び 上 昇 さ せ る こ と と 、
　 ｂ ． 所 定 枚 数 の シ ー ト を 送 り 出 す と 、 前 記 ト レ イ を 下 降 及 び 上 昇 さ せ る こ と と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 ト レ イ の 下 降 に 応 答 し て 、 前 記 ト レ イ 内 の シ ー ト 媒 体 が い つ 落 ち た の か 検 出 す る こ
と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】
　 所 定 枚 数 の シ ー ト が 送 り 出 さ れ た ら 前 記 ト レ イ を 下 降 及 び 上 昇 さ せ る こ と を 含 む こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】
　 プ リ ン ト ジ ョ ブ の 完 了 時 に 前 記 ト レ イ を 下 降 及 び 上 昇 さ せ る こ と を 含 む こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】
　 紙 取 り 扱 い 機 械 か ら 送 り 出 さ れ る シ ー ト 媒 体 の ス タ ッ ク に お い て シ ー ト の 丸 ま り を 検 出
す る 方 法 で あ っ て 、
　 ａ ． 出 力 容 器 を 設 け 、 こ れ に よ っ て 、 前 記 紙 取 り 扱 い 機 械 か ら 送 り 出 さ れ る シ ー ト 媒 体
の シ ー ト が 前 記 ト レ イ の 中 に 落 下 し 、 前 記 ト レ イ が シ ー ト の 位 置 を 確 定 す る こ と と 、
　 ｂ ． 丸 ま り を 有 す る シ ー ト 媒 体 の 検 出 の た め に 予 測 さ れ る 値 を 設 定 す る こ と と 、
　 ｃ ． 所 定 高 さ で 前 記 ト レ イ 上 方 の シ ー ト 媒 体 の 存 在 を 検 出 す る こ と と 、
　 ｄ ． 所 定 値 の 丸 ま り を 有 す る シ ー ト 媒 体 を 検 出 す る た め に 、 検 出 さ れ た 値 と 前 記 予 測 さ
れ る 値 を 比 較 す る こ と と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る シ ー ト の 丸 ま り を 検 出 す る 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】
　 ａ ． 前 記 シ ー ト 媒 体 の 存 在 の 検 出 は 光 電 セ ン サ に よ っ て 行 わ れ 、
　 ｂ ． 前 記 出 力 容 器 は 前 記 所 定 値 を 超 え る 丸 ま り を 有 す る 所 定 の 型 の 所 定 枚 数 の シ ー ト が
前 記 検 出 を 起 こ す よ う に 配 置 さ れ る 、
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】
　 ａ ． 前 記 所 定 高 さ で ト レ イ 上 方 に 少 な く と も 所 定 時 間 前 記 シ ー ト 媒 体 の 存 在 が 検 出 さ れ
る と 、 前 記 紙 取 り 扱 い 装 置 の 印 刷 動 作 を 中 断 す る こ と と 、
　 ｂ ． 前 記 検 出 の 後 に 前 記 印 刷 動 作 を 再 開 す る こ と と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ５ 】
　 シ ー ト 媒 体 を 積 み 重 ね る た め の 装 置 で あ っ て 、



【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 図 ８ を 参 照 す る と 、 こ の 正 の カ ー リ ン グ は 、 送 り 出 し ロ ー ラ 15、 16に 向 か う 方 向 に 上 方
に 延 長 す る ス タ ッ ク 21ａ を 生 じ て い る 。 こ れ は 、 ス タ ッ ク が 容 器 が フ ル で あ る こ と を 示 す
の に セ ン サ 32が 使 用 し て い る 赤 外 光 を 妨 害 す る の で セ ン サ 32が 検 知 す る 「 容 器 フ ル 」 状 態
を 模 擬 し て い る 。 紙 の 厚 さ お よ び 容 器 23お よ び 容 器 フ ル セ ン サ 32に 分 配 さ れ る ペ ー ジ の 数
に 基 づ き 、 ス タ ク 21が カ ー リ ン グ し て い る か 否 か を 決 定 す る こ と が 可 能 で あ る 。 こ れ は
ま た 仕 事 が 終 了 す る 前 に も カ ー ル 矯 正 プ ロ セ ス を 開 始 す る の に 使 用 で き る 。 シ ー ト 19が セ
ン サ 32の 方 に 広 が っ て い る と き 、 状 態 は 、 ス タ ッ ク 21ａ を カ ー ル さ せ て は い な い が 、 代 わ
り に 容 器 23を 満 た す に 十 分 な シ ー ト が あ る 状 態 と 同 様 で あ る 。 こ の 場 合 に は 、 シ ー ト の 数
は 容 器 23を 満 た す の に 必 要 な 数 よ り 少 な い が 、 正 の カ ー リ ン グ が ス タ ッ ク 21ａ に 所 定 の 最
大 高 さ を 生 じ さ せ て い る 。 こ の 高 さ を 、 シ ー ト の カ ー リ ン グ を 減 ら し 、 そ れ に よ り 最 上 部
シ ー ト 19が 「 容 器 フ ル 」 セ ン サ 32に よ り 検 知 す る の に 必 要 な 高 さ よ り 下 に あ る よ う に す る
こ と に よ り 下 げ る こ と が で き る 。
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　 ａ ． 送 り 出 し 装 置 と 、
　 ｂ ． 前 記 送 り 出 し 装 置 か ら 送 り 出 さ れ た 前 記 シ ー ト 媒 体 の シ ー ト を 受 け る よ う に 設 置 さ
れ た 傾 斜 し た ト レ イ で あ っ て 、 前 記 シ ー ト 媒 体 が 前 記 ト レ イ の 角 度 に 沿 っ て 走 行 す る よ う
に あ る 角 度 に 傾 斜 し た ト レ イ と 、
　 ｃ ． 前 記 ト レ イ に 対 し て 前 記 ト レ イ の 下 部 位 置 に 設 置 さ れ 、 前 記 シ ー ト の 位 置 を 確 定 す
る 端 部 止 め と 、
　 ｄ ． 所 定 の 高 さ で 前 記 ト レ イ 上 方 に 前 記 シ ー ト 媒 体 が 存 在 す る こ と を 検 出 す る た め の セ
ン サ と 、
　 ｅ ． 前 記 ト レ イ を 前 記 端 部 止 め に 対 し て 垂 直 に 設 置 す る 機 構 と 、
　 ｆ ． 前 記 所 定 の 高 さ で 前 記 シ ー ト 媒 体 を 検 出 し た ら 、 前 記 ト レ イ を 垂 直 に 設 置 す る 機 構
に 前 記 ト レ イ を 下 方 に 移 動 さ せ 、 ま た ト レ イ の 前 記 下 降 に 応 答 し て 前 記 ト レ イ 内 の 前 記 シ
ー ト 媒 体 が 落 下 し た こ と を 検 出 し た ら 、 前 記 ト レ イ を 垂 直 に 設 置 す る 機 構 を 上 方 に 移 動 さ
せ 、 前 記 上 方 移 動 が 前 記 シ ー ト 媒 体 と 前 記 端 部 止 め と の 間 の 摩 擦 の 結 果 、 前 記 シ ー ト 媒 体
を 前 記 ト レ イ に 対 し て 下 方 に 押 す よ う に す る 制 御 器 と 、
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る シ ー ト 媒 体 を 積 み 重 ね る た め の 装 置 。
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